
近年台湾は，IT関連産業や半導体産業等を

中心に発展しており，多くの日本企業も台湾へ

の事業展開を積極的に行っている。事業展開に

呼応し，台湾への特許出願を積極的に行う日本

企業も多くなってきている。

台湾では経済発展に伴い，知的財産改革が推

し進められており，2008年には知的財産案件を

専門に審理する智慧財産法院が正式に運用開始

されている。こうした台湾における知的財産を

取り巻く環境，動向を随時把握していくことが

日本企業にとっても重要になるが，実際に台湾

で権利行使を経験した日本企業も少なく，十分

に台湾特許の権利行使の実態を把握している日

本企業も多くはないのではないかと考える。

そこで本稿では，会員企業との意見交換，現

地の特許事務所からの情報収集を通じて得られ

た様々な情報から，最新の台湾特許の権利行使

の実態を報告し，これらの権利行使に関する提

言を試みるものである。

1 ．はじめに
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なお，本稿は，2009年度の国際第３委員会台

湾権利行使ワーキンググループにおいて，笠井健

（副委員長：旭化成），関章（委員長代理：パナ

ソニック），田中和男（日東電工），西垣真（キ

ヤノン），沼田淳（JSR），姫野耕一（シャープ）

が作成した。

なお，本論文中において，台湾における専利

法を特許法，発明専利を特許と標記する。

特許権は，特許権者が特許法で規定する一定

の期間内に付与される独占・排他的効力を有す

る権利をいう。そして，他人が特許権者の同意

を得ずに，特許発明を業として実施することを

特許権侵害行為とみなし，特許権者はその行為

を排除することができる。

2．1．1 直接侵害

特許法では，84条の損害賠償に関する規定で

「直接侵害」を定義している。即ち，直接侵害

とは，他人が特許権者の同意を得ずに，当該物

品の製造，販売，販売の申し出，使用又は輸入

をすること，又は当該方法をもって直接製造し

た物品の製造，販売，販売の申し出，使用又は

輸入をすることである。

2．1．2 間接侵害

一方「間接侵害」は，日本の特許法とは異な

り台湾特許法には規定されていない。通常は民

法185条の規定「共同侵権行為」により損害賠

償を請求する。また，民法185条における間接

侵害の態様の範囲に明確な制限は無い。そのた

め，理論上，特許権者が共同侵権行為の成立要

件を証明できれば，いずれかのクレームに対す

る侵害につき，損害賠償を請求することができ

る。具体的には，権利者は（１）直接侵害が存

2．1 特許権侵害行為

2 ．権利解釈と侵害判定

在していること（２）行為間に共同関連性があ

る，即ち共同原因の因果関係があること（３）

共同特許権侵害者に違法性阻却事由が存在して

いないこと（４）各共同特許権侵害者に故意又

は過失があることを証明する必要がある。

なお，台湾では特許法の改正が予定されてお

り，間接侵害制度の導入も計画されていた。し

かし，各界からの意見を聴取し検討を行った結

果，智慧財産法院が成立して間もないこと，ま

た，台湾の産業形態が転換期にあることを考慮

し，今回の改正での間接侵害制度の導入は見送

られることが決定した１）。

2．1．3 特許権の及ばない範囲

以下の事項は，たとえ係争物品又は方法が特

許権の範囲に入っていても特許権の効力が制限

される（特許法57条，58条）。

（１）研究，教育又は実験のみの目的で，非

営利的行為として実施されるもの

（２）出願前に台湾内で使用されていたもの，

又は，その必要な準備が完了していたもの（先

使用権）

（３）出願前にすでに台湾内に存在したもの

（４）単に台湾域境を通過するに過ぎない交

通手段又はその装置

（５）特許出願権者（発明者，考案者，又は

その譲受人や相続人）でない者が受けた特許権

が特許権者による無効審判の請求により取り消

された場合，その実施権者が無効審判請求前に

善意をもって国内で使用するか又はすでにその

必要な準備を完了していたもの（中用権）

（６）特許権者が製造したか又は特許権者の

同意を得て製造した特許物品が販売された後

に，それを使用，再販する場合（特許権の消

尽）

（７）医師の処方または処方により調製した

医薬品

また，次期特許法改正では，医薬品特許の期
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限切れ前に，薬事法に定めた登記許可又は台湾

外での発売許可を得る目的での研究，試験及び

その必要な行為にも，特許権の効力が及ばない

とする規定が追加される予定になっている２）。

2．1．4 並行輸入

並行輸入が対象となる特許権を侵害するか否

かの判断は，国際消尽原則を採用するか否かに

より異なる。特許法57条には製造，販売は台湾

内には限らない旨の規定があり，国際消尽の原

則が採用されている。即ち，特許権者が特許物

品を海外市場で販売して，正規に購入した他人

がその特許物品の輸入する行為を禁止すること

ができないことになる。一方，特許法57条には

「販売できる区域は，裁判所が事実に基づいて

認定する」と規定されている。更に特許法施行

規則39条において「『販売できる区域』とは，

裁判所が契約の定め，当事者の真意，取引の習

慣又はその他客観的事実を参酌し認定する」と

規定している。そのために，台湾の特許法にお

いて国際消尽の原則が採用されるかどうかにつ

いてまだ議論されている。しかし，実務上現行

の特許法では国際消尽の原則を採用していると

いう見解が有力説である。

そもそも国際消尽の原則を採用するか否かは

立法策によるものであり，裁判所が事実認定に

よって決めることではない。この問題を解決す

るために，次期特許法改正では，特許法57条２

項『販売できる区域は，裁判所が事実に基づい

て認定する』という規定を削除する予定になっ

ている。

台湾において侵害の判断方法としては，まず，

対象となる物品特許又は方法特許の権利範囲を

文言の解釈で特定する。次に，「全要件原則」，

「均等論」，「逆均等論」によって，特許権侵害

として訴えられた物品又は方法と前提の特定さ

2．2 被疑侵害品の特許権侵害判定

れた特許権範囲とを比較する。係争物品又は方

法が「全要件原則」に従い前述の特定された特

許権範囲の各構成要件を全て備えていた場合

は，次に逆均等論を用いて双方の技術内容が同

一でないかを判断し，もし同一であれば特許権

侵害を構成することになる。また，特許権範囲

のいずれか一要素でも備えていない場合は，均

等論を適用し，当業者が実質的に同一の機能，

同一の方法，同一の効果を備えていると判断す

ることができれば特許権侵害を構成することに

なる。但し，それぞれの場合において禁反言の

原則が適用されるか否か，また，従来技術に対

して均等論を適用していないかを検討する必要

がある。

特許法84条によれば，特許権者は，特許権侵

害に対して，損害賠償請求権，差止請求権及び

信用回復請求権を行使することができる。また，

民法179条により，不当利得返還請求権を行使

することも認められている。ここで注意すべき

ことは，損害賠償請求権を行使するには，民法

184条より侵害者の故意又は過失を立証するこ

とが要されるが，特許法には，日本特許法103

条に相当する過失の推定規定が存在しない点で

ある。したがって，特許権者は，損害賠償請求

権を行使するにあたっては，何らかの方法で侵

害者の故意又は過失を立証しなければならない

こととなる。ここでは，まず，侵害者の故意又

は過失の立証と関連が深い特許表示及び警告書

について述べる。

3．1．1 特許表示

（1）特許法79条の概要

特許法79条には，「発明特許権者は，自己の

特許物品又はその包装に特許証番号を付さなけ

3．1 特許表示及び警告書

3 ．権利行使の準備
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ればならず，また，実施権者又は強制ライセン

スの被付与者に同様の措置をとるように要求す

ることができる。当該表示をしなかった場合は，

損害賠償請求は認められないものとする。ただ

し，侵害者が特許の存在を知っていたか又は知

るべき状態にあったことが事実によって証明さ

れた場合は，この限りでない。」と規定されて

いる。

したがって，特許権者には，損害賠償請求権

を行使する前提として，原則，特許表示を行う

ことが求められる。但し，特許表示を行うこと

により，特許権侵害訴訟において，侵害者の故

意又は過失が自動的に認定されるわけではな

い。しかしながら，「特許表示の趣旨は，特許

権の存在を第三者に知らしめることにより，善

意の侵害を防止することと，侵害者の故意の認

定を容易にすることである」との見解を高級人

民法院が示していることからも，特許表示を行

うことが，侵害者の故意又は過失を立証する上

での，一つの手段であることは間違いない。

なお，次期特許法改正において，特許表示に

関する規定は改正される予定であるが，損害賠

償請求権を行使する前提として特許表示を行わ

なければならない原則が廃止されるには至らな

かった。該法改正では，特許製品そのものに表

示を付すことが困難な場合に，広く柔軟な表示

方法を認める規定に見直される予定である。

（2）単純方法の発明に係る特許及び不使用特

許への対応

上記特許法79条によれば，単純方法の発明に

係る特許及び不使用特許については，特許表示

を行うことが不可能であるため，損害賠償請求

権を行使することができないこととなる。これ

らの特許に基づき損害賠償請求権を行使する場

合には，侵害者に警告書を送付する等により，

侵害者の故意又は過失を立証する必要がある。

（3）特許表示の管理義務

特許権者自らは特許表示を行っていたとして

も，実施権者等が特許表示を怠っていた場合に，

訴訟において不利な扱いを受けることはないか

との問題がある。また，特許の登録時期と特許

製品の製造販売時期とのズレや，特許権者の単

なる管理不足により，同一の特許製品の中に特

許表示の付されているものとそうでないものが

混在している場合に，訴訟において不利な扱い

を受けることはないかとの問題がある。現地代

理人の見解によれば，いずれの場合にも，訴訟

において不利な結果を招く可能性があるとのこ

とである。

したがって，実施権者又は強制ライセンスの

被付与者がいる場合には，特許権者は，該実施

権者等に対して，特許表示の義務を履行するよ

う要求すべきである。更には，実施権者等が特

許表示の義務を履行せずに特許権者に損害を与

えた場合に，実施権者等は賠償責任を負うべき

旨の契約を締結することが推奨される。また，

自己の特許表示の管理に不安がある場合には，

警告書を送付する等の対応が必要であると考え

られる。

（4）虚偽表示について

現行特許法において，特許権侵害に対する刑

事罰は廃止されているが，虚偽表示に対しては，

公平交易法21条等により過料等の刑事責任を問

われるおそれがあるため，注意が必要である。

ここでは，いくつかの例について，虚偽表示を

構成するか否かを紹介する。

まず，特許製品が流通している最中に，該特

許製品に表示している特許権が消滅した場合，

虚偽表示を構成するか否かという問題がある。

特許法施行規則47条に「特許が消滅した又は特

許の取消が確定した後では，特許法79条の規定

による特許証番号の表示をしてはならない」と

規定されていることから，この場合は，特許権

が消滅する前に付した表示であるため，虚偽表

示を構成しない。また，出願公開番号の表示や，

「特許出願中」，「特許出願済み」との表示につ
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いては，事実であれば虚偽表示を構成しない。

但し，これらの表示を付しても，何ら特許法上

の効力を生ずるものではない。

3．1．2 警告書

（1）警告書を送付する意義

かつての特許法下では，訴訟提起の前提とし

て，特許権者は侵害者に警告書を送付しなけれ

ばならなかったが，2001年改正においてかかる

規定は廃止された。しかしながら，上述したよ

うに，特許表示はその管理に相当な労力を要す

る上，対象が物又は製造方法の発明に係る特許

に限定されることから，侵害者に警告状を送付

することは，侵害者の故意又は過失を立証する

最も有力な手段であると考えられる。また，警

告書の送付をきっかけに，話し合いによる問題

解決や和解につながるという効果も期待され

る。なお，実用新案権を行使する際には，実用

新案技術報告を提示して警告しなければならな

い（特許法104条）。

（2）警告書の記載内容と送付方法

警告書には少なくとも以下の内容を記載する

必要がある。

（Ａ）侵害を受けている特許権の内容

（Ｂ）侵害の事実と根拠の説明

（Ｃ）相手方に求める措置

根拠も示さずに差止や損害賠償を請求するだ

けでは，強制罪ないしは恐喝罪に問われるおそれ

もあるとの意見がある３）ため，特許権侵害の実態

を客観的に理解できる程度の技術的な説明が必要

であると考えられる。そのために鑑定書を添付す

ることが考えられるが，警告書に鑑定書を添付す

ることは特許法上義務付けられていない。現地代

理人の見解によれば，クレームの文言と被疑侵害

製品の箇所とを対応させた，いわゆるクレームチ

ャートでも足りるとのことである。

警告書の名義については，相手方との関係を

維持したい場合には，特許権者自身の名義で，

相手方に圧力をかけたい場合には，現地代理人

の名義で警告書を送付するのが適切であるとの

意見がある４）。警告書の送付方法については，

台湾には日本と同様な内容証明郵便の制度があ

るため（なお，中国には内容証明郵便の制度が

ない。），後々の日付等の証明に備え，内容証明

郵便により送付することが推奨される。

（3）公平交易法上の留意点５）

警告書は，侵害品の直接的な製造・販売者，

即ち競合相手を対象にまず送付すべきである

点，留意すべきである。競争相手に先だって，

小売販売店や使用者等の取引相手に警告状を送

付する場合には，公正交易法違反として民事

上・刑事上の責任を問われるおそれがあるた

め，相当な注意が必要だからである。取引相手

に警告書を送付する際の原則は，公正交易委員

会より通達されている「著作権，商標権及び特

許権の侵害に関わる警告書の送付に関連する事

件の処理原則」に規定されており，以下にその

内容をまとめる。

（Ａ）取締りの対象となる行為

この原則の取締りの対象となる「警告書の送

付」は，警告を行う者自身又は競争相手の取引

相手又は潜在的な取引相手に対して，特定の競

争相手を指名してその者が警告を行う者の特許

権を侵害する旨を頒布する行為である。したが

って，特許権者が直接競争相手に警告を行う行

為が，本原則に反することにより，公平交易法

違反に問われることはない。なお，口頭での警

告は，本原則でいう警告書を送付する行為には

含まれない。

（Ｂ）権利行使の正当な行為とされる要件

以下に示す①②の何れかの手順を踏んだ後

に，取引相手に警告書を送付する行為は，公正

交易法に反しない正当な行為とされる。

① 裁判所の一審判決を経て特許権侵害を確

認していること

② 司法裁判所共同指定鑑定機関による被疑
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侵害物の侵害鑑定報告書を取得しており，且つ

被疑侵害物の製造者，輸入者又は代理商社（即

ち競合相手）に対して，事前に侵害の排除を要

求していること

また，以下の要件を満たす場合も，公正交易

法に反しない正当な行為とされる。即ち，

③ 被疑侵害物の製造者，輸入者又は代理商

社に対して，事前に侵害の排除を要求している

こと

④ 警告書の受領者が知得できるよう，警告書

に特許権の明確な内容，権利範囲及び具体的な

侵害の事実につき明瞭な説明を付していること

の何れかを行った後に警告書を送付しており，

且つ以下のような事情が認められない場合に

も，権利行使の正当な行為とされる。

（a）特定の競争相手に損害を与えることを目

的として，その取引相手に該競争相手との取引

を拒絶するよう勧誘する内容を含んでいる

（b）虚偽不実の陳述を含んでいる

（c）権利範囲を誇示又は拡張している

（4）その他警告書を送付する際の留意点

特許表示を行っていない場合，侵害者が特許

の存在を知っていたか又は知るべき状態にあっ

たことを立証しない限り，警告後の侵害行為の

みが損害賠償請求の対象となる点に留意すべき

である。また，単に警告書を送付するだけでは，

損害賠償請求権行使の時効は中断されない点，

留意すべきである。民法129条によれば，時効

の中断事由は請求，承認及び起訴の三種類に限

られ，したがって，警告書の送付により損害賠

償請求権行使の時効を中断させるには，警告書

に損害賠償を請求する旨表示する必要がある。

但し，この場合であっても，特許権者が警告書

を送付して損害賠償請求の意思を表示した後，

６ヶ月以内に起訴しなければ，時効は中断され

ないものとみなされる（民法130条）。

特許権侵害訴訟においては，原則，特許権者

に特許権侵害の事実等の立証責任がある。例外

として，特許を受けた製造方法を使用して製造

された物品が，当該製造方法に係る特許出願前

に台湾内外において知られていなかったもので

あった場合は，他人が製造した同一の物品はそ

の製造方法を使用して製造されたものと推定さ

れ，被疑者側に製造方法についての立証責任を

転換している（特許法87条）。

したがって，特許権侵害に対して訴訟を提起

するために，また，訴訟を有利に進めるために，

十分な証拠を収集することが不可欠である。証

拠収集の対象となるのは，侵害品そのもの又は

その写真，広告・パンフレット・カタログ等の

宣伝出版物，侵害品の販売価格と販売実績を立

証できる記録等である。証拠収集は，特許権者

の関連企業や取引先を通じて自ら行うことも可

能であるが，台湾では専門の調査会社が証拠収

集のために利用されることも多いようであ

る６）。但し，調査会社によって規模や専門分野

も大きく異なり，また，言葉，報酬，法的責任

等の課題があるため，調査会社を利用する場合

には，現地の法律事務所を通じて，調査会社の

過去の実績を把握した上，利用することが推奨

される。

また，特許権者は，提訴前，提訴後を問わず，

一定の要件を満たせば，裁判所に証拠保全を申

し立てることができる（民事訴訟法368条）。証

拠保全は，入手困難な証拠を収集する一つの手

法として紹介する。

3．2．1 証拠収集の際の留意点

（1）証拠能力について３），５）

従来，台湾では，おとり捜査や虚偽の発注等

による大胆な証拠収集が行われていたようであ

るが，近年，営業秘密法，個人情報保護法等の

3．2 証拠の収集
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成立に伴い，これらの法律に反する方法により

取得した証拠の証拠能力が否定される傾向が強

まっているようである。侵害者の取引先等から

営業秘密に関わる情報を受身的に入手すれば，

営業秘密侵害の法的責任を問われないと考えら

れるが，逆に，出所の裏付けがないと証拠能力

としての問題が残る。営業秘密法や個人情報保

護法の保護対象となるような情報は，証拠とし

て活用が困難な情勢になってきている。また，

侵害品の販売記録に関しては，証拠能力の点か

ら抗弁を受けることのないよう，販売者，取引

の日時，製品内容等を特定できる記載に漏れが

ないことを十分に確認すべきである。

（2）裁判所による証拠調査

特許権侵害訴訟においては，当事者が裁判所

に証拠の調査を申し立てることにより，入手困

難な証拠を収集できる可能性がある（民事訴訟

法285条）。また，台湾では，知的財産権侵害訴

訟の手続を改善するため，「知的財産案件審理

法」（以下，審理法と略す）が制定されており，

その中で，訴訟における証拠提出義務の強化が

図られている。具体的には，審理法10条１項に

おいて，訴訟中，文書又は検証物の保有者が，

正当な理由なく，裁判所からの証拠提出命令に

従わない場合，裁判所は過料を課すことができ，

更に必要な時には，裁定で強制処分の執行を命

じることができる旨定められている。かかる規

定によれば，文書又は検証物を保有するあらゆ

る者に対して，証拠提出義務が課せられるので，

特許権者は，民事訴訟法で規定される「第三者」

に限られず，訴訟当事者をも対象として，裁判

所に証拠の調査を申し立てることができる。

（3）鑑定の利用

かつての特許法下では，訴訟提起の際に，特

許権者は侵害鑑定報告書を提出しなければなら

なかったが，2003年改正においてかかる規定は

廃止された。したがって，特許権侵害訴訟にお

いて，特許権者は，いわゆるクレームチャート

を提出すれば足りるとも考えられる。しかしな

がら，現地代理人の見解によれば，特許権者が

鑑定書を提出した場合，裁判官の心証の形成に

役立ち，不利な判決を避けることができるとの

ことであり，実際上も原告被告双方とも鑑定書

を提出するのが一般的なようである。

また，鑑定書は，訴訟提起の際だけではなく，

警告書送付や証拠保全申立の際等，訴訟実務上

活用されることが多いことから，台湾での鑑定

書の有する意義は，他国よりも大きいものと考

えられる。

訴訟当事者が鑑定書を提出する場合，鑑定専

門機関，対象となる特許に関連する技術分野の

専門家，弁理士，特許権者自身等，誰によって

作成された鑑定書であっても，訴訟において証

拠として認められる。ただ，現地代理人の見解

によれば，一般的に，利害関係のない者により

作成された鑑定書が，訴訟上，より信憑性の高

いものとして扱われる可能性があるとのことで

ある。また，訴訟当事者双方とも鑑定書を提出

した場合は，裁判所が改めて裁判所共同指定鑑

定機関に委託して鑑定を行うことが多いとのこ

とである。この裁判所による鑑定の結果は，訴

訟において絶対的な効力を有する訳ではない

が，より高く評価される傾向があるとのことで

ある。

なお，鑑定機関にはそれぞれ専門分野があり，

裁判所共同指定鑑定機関の専門分野や連絡先に

ついては，例えば，交流協会「台湾における特許

法及び民事訴訟法の改正が特許権の権利行使に

与える影響」（2004年３月）７）に掲載されている。

（4）公証の利用

台湾における特許権侵害訴訟では，証拠につ

き公証を取得しなければならないという規定は

ない。しかしながら，現地代理人の見解によれ

ば，公証を取得することにより，裁判所の事実

認定過程において，証拠能力が高まるとのこと

である。
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3．2．2 証拠保全８）

（1）証拠保全の申立先

審理法18条１項において，「証拠保全の申立は，

提訴前は係属すべき裁判所に対して行い，提訴

後は係属する裁判所に対して行う」と規定され

ている。したがって，特許権侵害に対する証拠

保全の申立は，提訴前であるか提訴後であるか

に関わらず，原則，智慧財産法院に対して行う。

民事訴訟法369条には，「提訴後は受訴裁判所に

対して，提訴前は尋問を受けるべき者の居住地

又は検証物の所在地を管轄する地方人民法院に

対して行う」と規定されているが，かかる規定

では，証拠保全の管轄裁判所と侵害訴訟の管轄

裁判所の不一致が生じる可能性があることから，

審理法に特則が設けられたものである。

（2）証拠保全の要件

民事訴訟法368条によれば，証拠保全を申し

立てることができる要件は，

（Ａ）証拠が滅失或いは使用困難になるおそ

れがある場合，若しくは

（Ｂ）相手当事者の同意を得た場合

である。また，鑑定・検査若しくは証拠書類の

保全を申し立てることができる要件は，

（Ｃ）事・物の現状を確定することが法律上

の利益を有し，且つ必要である場合

である。また，民事訴訟法370条によれば，証

拠保全の申立人は，申立時に以下を明らかにし

なければならない。

① 相手当事者

② 保全すべき証拠

③ 当該証拠によって証明すべき事実

④ 証拠保全の理由

ここで，「証拠保全の理由」に関しては，申

立人は疎明，即ち主張する事実をある程度証明

できる証拠を提出する必要がある。裁判所が証

拠保全を許可したケースにおいては，疎明のた

めに，鑑定書や写真が活用されているようであ

る７）。現地代理人の見解によれば，疎明のため

に提出する証拠については，その合法性や出所

の明確性が証拠保全を許可するか否かを決定す

る際の争点になることは少ないとのことである。

しかし一方，相手当事者が保有する証拠が電子

ファイルであるために，内容を容易に変更でき

ることを証拠保全の理由として主張したが，裁

判所は証拠保全を許可しなかった例がある。

（3）証拠保全の効力

証拠保全を許可する裁定に対しては，不服を

申し立てることができない。逆に，証拠保全を

却下する裁定に対しては控訴できる（民事訴訟

法371条）。しかしながら，実際に証拠保全が許

可されるケースは，不許可となるケースに比べ

てかなり少ないようである（後述の表２参照）。

ただし，台湾では，知的財産権侵害訴訟の手続

を改善するため，「審理法」が制定されており，

その中で証拠保全の強化も図られている。以下

にその詳細を説明する。

審理法10条１項において，訴訟中，文書又は

検証物の保有者が，正当な理由なく，裁判所か

らの証拠提出命令に従わない場合，裁判所は過

料を課すことができ，更に必要な時には，裁定

で強制処分の執行を命じることができる旨定め

られている。かかる規定により，文書又は検証

物に対する直接強制力は，民事訴訟法で規定さ

れる「第三者」に限られず，訴訟当事者にも働

くこととなった。

また，審理法18条４項では，「相手方が正当

な理由なく証拠保全の実施を拒絶するとき，裁

判所は強制的にこれを排除することができる。

但し，必要な限度を超えてはならない。必要な

時には警察に協力を求めることができる」と規

定されている。かかる規定により，証拠保全に

おいても，ある程度強制力が働くこととなっ

た。

また，審理法18条３項では，「裁判所は証拠

保全を実施する時，技術審査官に現場へ赴いて

職務を執行するよう命じることができる」と規

1288 知　財　管　理　Vol. 60 No. 8 2010

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



定されている。かかる規定により，証拠保全に

専門知識を有する技術審査官が協力することが

可能となったため，申立人は裁判所と技術的な

コミュニケーションをとりやすくなったと考え

られる。

台湾の民事訴訟法にも，日本と同様，「仮差

押」，「仮処分」及び「仮の地位を定める仮処分」

からなる３つの保全命令が規定されている。後

述の（5.1）のとおり，智慧財産法院は，知的

財産案件の審理に際して優先管轄権を有してい

ると解されているが，審理法22条１項は，「仮

差押，仮処分，仮の地位を定める仮処分の申立

は，提訴前は係属すべき裁判所に対して行い，

提訴後は，既に係属する裁判所に対して行う。」

と定めている。従って，原則として，知的財産

案件の保全手続も，智慧財産法院が一括的に管

轄すると解されている。この立法主旨は，知的

財産権訴訟の保全手続においても，本訴と同様

に，知的財産に関する高度な専門知識が求めら

れることに鑑み，智慧財産法院が統一的にこれ

を行うことが適当と考えられたためである。

実務上は，特に「仮の地位を定める仮処分」

の申立要件が厳しくなったことから，保全命令

を申し立てることなく，直接，本訴を提訴する

ことが多くなったようである。

なお，保全手続においては，厳密には，申立

人である特許権者を債権者，被申立人である被

疑侵害者を債務者と呼ぶが，本４章では，特許

権者及び被疑侵害者の呼称を使用する。

また，智慧財産法院で取り扱った保全命令の

申請及び終結事件件数は，（6.2）を参照された

い。

4．1 管　　轄７），８）

4 ．保全命令

4．2．1 仮差押４），６）～８）

仮差押は，本訴の確定判決の終局的な執行を

保全することを目的とする。仮差押の申立では，

特許権者は，金員請求又は金員請求に変えうる

請求を行う。それにより，被疑侵害者の財産の

差押等，その処分権の剥奪により，被疑侵害者

の財産の現状を維持し，将来の本訴の確定判決

が定める損害賠償等の債権の執行を確保するこ

とができる。換言すれば，後日確定判決の執行

を行うことができない，又は，極めて困難であ

るおそれがない場合は，仮差押を行うことがで

きない。

仮差押の代表的な例は，被疑侵害者が財産の

隠蔽や倒産する可能性がある場合，特許権者が，

本訴提訴前，あるいは，提訴後に，被疑侵害者

の財産の仮差押を申し立てるケースである。

なお，留意すべきは，被疑侵害者の財産の多

くが，外国にある等の理由から外国で判決の執

行をすべきであるときは，執行が極めて困難で

あるおそれがあるとみなされ，仮差押が認めら

れる可能性が高い。

4．2．2 仮処分４），６）～８）

仮差押が原則として金員請求を対象としてい

るのに対し，仮処分は，金員以外の請求を対象

としている点において，仮差押と異なる。

仮処分の代表的な例は，被疑侵害者がその代

理店に既に出荷した被疑侵害製品に対し，当該

製品が，市場に出回らないように，特許権者が，

その代理店に被疑侵害製品転売禁止の仮処分を

申し立てるようなケースである。

4．2．3 仮の地位を定める仮処分６）～８）

仮の地位を定める仮処分とは，当事者間に法

律関係の紛争が有るときに，「仮の地位」を定

め，重大な損害を防止し，急迫した危険を避け

4．2 保全命令の概要
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る，又は，その他類似の状況を回避する請求で

あり，金員請求または非金員請求に限られない。

4.2.2でいう「仮処分」が，「今後」の債権執行

の確保を目的とするのに対し，「仮の地位を定

める仮処分」は，「現在」の危険を避けるため

に裁判所が介入し，訴訟上の法律秩序の平和を

維持することを目的とする。

特許侵害訴訟における仮の地位を定める仮処

分の典型例が，被疑侵害者による侵害行為の即

時停止（仮差止）の申立である。

執行官が保全命令の対象物に保全命令の表示

を行った場合，被疑侵害者がその表示を損害，

除去，汚損，或いはその効力を失わせた場合，

刑法の妨害公務罪が成立し，１年以下の懲役，

拘留或いは罰金を受ける。

その他，被疑侵害者の違反行為に対しては，

代替執行（被疑侵害者の費用で命令を執行する）

や間接強制（違反時における被疑侵害者の拘引，

留置，又は罰金）の手段によって，保全命令の

実効性を確保することもできる。

保全命令の決定に不服がある場合，当事者は，

抗告状を提出し，原裁判所の決定を争うことが

できる。但し，強制執行法18条１項に，「強制

執行手続が始まってから，法律に別途規定があ

る場合を除き，執行を停止しない。」と規定さ

れており，原則として抗告あるいは特許無効審

判請求等によって，保全命令の執行を停止する

ことは出来ない。

保全命令の決定の抗告は，まず原審裁判所が

抗告要件，次に，抗告理由の有無を審査する。

抗告要件及び理由があると判断された場合は，

原審裁判所が保全命令の取下げ又は変更を行

う。抗告理由がないと認定されれば，上級人民

法院に事件が移送され，上級人民法院において，

4．4 抗告手続

4．3 保全命令に対する違反行為６）

抗告要件及び抗告理由を再度審査し，裁定を行

う。この裁定に対して，最高人民法院の許可を

得られれば，再抗告を行うことができる。

4．5．1 仮処分・仮差押７），８）

仮処分及び仮差押の決定の効力については，

民事訴訟法上の規定はない。しかし，被疑侵害

者が裁判所に申し立てれば，裁判所は，一定期

間内に特許権者に本訴を提訴することを命じる

ことができる。この命令に従わない場合は，裁

判所は，仮処分・仮差押の保全命令を自主的に

取下げる（民事訴訟法529条）。実務上，裁判所

は，２週間程度の期間を指定し，特許権者に本

訴の提訴を命令するようである。

また，決定の受領後，30日を超過して，特許

権者が執行を申し立てた場合，執行裁判所は，

その執行を認めず，その申立を却下する。

4．5．2 仮の地位を定める仮処分７），８）

仮の地位を定める仮処分の送達後，30日以内

に，特許権者が本訴を提訴しなかった場合，裁

判所は，審理法22条５項により，仮の地位を定

める仮処分の命令を取り消すことができる。

台湾における知的財産権事件の管轄に関して

は，智慧財産法院組織法（以下組織法と言う）

及び審理法に規定されている。

審理法７条には「組織法３条１号，４号に定

める民事事件は，智慧財産法院の管轄とする」

と規定されており，智慧財産法院は専属管轄法

院ではなく，知的財産案件の審理に際して優先

管轄権を有していると解されている。

従って，知的財産権事件に関し，一般的には

智慧財産法院において裁判が行われることとな

5．1 管　　轄

5 ．本　　訴

4．5 本訴との関係
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るが，当事者は当事者間の合意があれば智慧財

産法院以外の普通裁判所でも裁判を行うことは

可能であり，その判決は有効である。

5．1．1 優先管轄

（1）一般知的財産民事事件

いわゆる専属管轄の効力とは，特定の事件は

特定の裁判所だけが審理するというものであ

る。当事者が専属管轄のルールに背いて提訴し

た場合，裁判所は裁定により当該案件を専属管

轄裁判所に移送しなくてはならない。仮に非専

属管轄裁判所が判決を為した場合，その判決は

法令違反となる。

審理法７条は「組織法３条１号，４号に定め

る民事事件は，智慧財産法院の管轄とする」と規

定している。また裁判所は知的財産案件審理細則

（以下，審理細則と略す）２条の立法理由，９条

及びその立法理由において，智慧財産法院は専属

管轄法院ではなく，知的財産案件の審理に際して

優先管轄権を有していると解されている。

管轄が競合する場合，智慧財産法院は優先管

轄権を有するが，他の普通裁判所が管轄権を喪

失するわけではない。当事者が優先管轄規定に

背いて管轄権を持つ他の普通裁判所で提訴した

場合，受訴裁判所は法規に従い，これを審理し

なくてはならない。従って，優先管轄というル

ールの機能には，裁判の一致性を促進させる一

方，管轄権を有する他の普通裁判所による判決

の有効性を維持するという側面もある。

（2）知的財産事件の支払命令の申立

審理法21条に「知的財産事件に係る支払い命

令の申立と処理は，民事訴訟法第６編の規定に

よる。債務者が支払い命令に対して適法な異議

を提出した場合，支払い命令を発した裁判所は

書類を智慧財産法院へ移送して処理しなければ

ならない」とある。すなわち，知的財産事件の

支払命令の申立は，従来通り普通裁判所が管轄

して民事訴訟法の催促手続きの規定を履行する

が，債務者が法定期間内に異議を提出した場合

は，上記の規定により，支払命令を発した普通

裁判所は書類を智慧財産法院に移送して処理し

なければならない。

5．1．2 普通裁判所の知的財産案件審理

（1）当事者が合意管轄を主張するか，応訴管

轄が適用される場合

民事訴訟法24条の規定によると，一定の法律

関係により提起された訴訟に限り，当事者は合

意によって第一審の管轄裁判所を決めることが

できる。実務上これを合意管轄という。また民

事訴訟法25条の規定によると，原告が管轄権の

ない裁判所に訴えを提起した場合，被告が応訴

することでその裁判所が管轄裁判所として認め

られる。実務上これを応訴管轄という。合意管

轄と応訴管轄は当事者の意思を尊重して設けら

れた規定であり，法規で専属管轄だと定められ

ている事件には適用されない。

智慧財産法院は専属管轄裁判所ではなく，知

的財産案件に対して優先管轄権を有しているだ

けであるので，解釈上，合意管轄及び応訴管轄

の適用は排除されない。知的財産案件に応訴管

轄を適用することに関して，裁判所は特別に次

のように指摘している。

普通裁判所が知的財産案件を受理した場合，

裁判官は被告が応訴する前に，当事者双方に対

して当該事件は知的財産案件であり，智慧財産

法院が優先管轄権を持つことを伝え，当事者の

意思を確認することができる。その上でもし，

当事者双方が普通裁判所を管轄とすることを望

んだり，被告が管轄権に関して抗弁したりせず

応訴した場合は，当該事件は普通裁判所が管轄

することになる。

（2）当事者間に管轄の合意がなく，応訴管轄

も適用されない場合

上述の優先管轄の特性に基づき，仮に当事者

が普通裁判所を管轄とすることに同意しておら

1291知　財　管　理　Vol. 60 No. 8 2010

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



ず，普通裁判所が応訴管轄の適用を受けない状

況において，管轄権を有する普通裁判所が優先

管轄の規定に背いて判決を下したとしても，そ

の判決は適法であり，有効である。上級裁判所

は「管轄の錯誤」を理由に原判決を廃棄するこ

とはできない。

審理細則９条の立法理由には「当事者が誤っ

て知的財産に係る民事又は行政訴訟事件を普通

裁判所に提起した場合，普通民事法院又は行政

法院がよく調べずに，管轄錯誤の裁定を出すこ

となく，案件を智慧財産法院へ移送せず，その

まま実体裁判を行ったとしても，法令違反では

なく，上級裁判所は原判決を廃棄することはで

きない」とある。立法時には，普通裁判所は裁

定により知的財産案件を智慧財産法院へ移送す

ることを原則としていたようであるが，例外的

に誤って移送せずに実体裁判を行った場合は

「判決が法令違反であると見なしてはならない」

と特別に言及された。しかし，上記の立法理由

は審理法の中にも審理細則の中にも明記されて

いないため，実際の運用状況については今後の

運用を見定める必要がある。

5．2．1 提訴手続

（1）提訴時に必要な書類

（Ａ）訴状（判決を請求する事項，主張及び

証拠を明記しなければならない。）

（Ｂ）訴訟代理人を委任した場合，委任状を

提出しなければならない。その委任状には，会

社印と代表者印を押捺する。

また，外国法人の場合，公証及び領事認証を

受けるように命じられることがある。一方で，

手続き緩和のため，公証及び領事認証を受けな

くても，委任状を認める裁判所もある。交渉及

び領事認証の有無については裁判所ごとで取扱

いの実務が異なるので事前に確認することに留

意すべきである。

5．2 第 一 審

5．2．2 訴訟費用（第一審訴訟費用）

請求する訴訟標的の金額が10万台湾元以下で

あれば，訴訟費用は1,000台湾元とする。

10万台湾元より多く100万台湾元以下の部分，

訴訟費用は訴訟標的の金額の１％とする。

100万台湾元より多く1,000万台湾元以下の部

分，訴訟費用は訴訟標的の金額の0.9％とする。

1,000万台湾元より多く１億台湾元以下の部

分，訴訟費用は訴訟標的の金額の0.8％とする。

１億台湾元より多く10億台湾元以下の部分，

訴訟費用は訴訟標的の金額の0.7％とする。

10億台湾元より多くの部分，訴訟費用は訴訟

標的の金額の 0.6％とする。

5．2．3 特許権侵害の立証

特許権は，存続期間内において特許権者に与

えられる独占・排他的効力を有する権利であ

り，法律で別途定めのある場合を除き，他人が

特許権者の同意を得ずに，当該特許発明を実施

する物の製造，販売，販売の申し出，使用，若

しくは輸入すること，又は当該特許発明を実施

する方法を使用することを排除することができ

る。特許権が侵害される場合，特許権者及び独

占的通常実施権者は，損害賠償の請求，侵害行

為の排除請求，又は侵害するおそれのある者に

対し，その侵害防止の請求を行うことができる。

専利権者及び独占的通常実施権者が前述した請

求を行う場合，特許権を侵害する物又は侵害す

るための原料，道具の廃棄又は他の必要な処置

の請求を行うことができる（特許法84条）。

（1）特許権侵害の鑑定

特許権侵害の鑑定の流れは

（Ａ）特許請求の範囲を解釈する。

（Ｂ）解釈を経た特許請求の範囲と鑑定対象

を比較する。

の二段階に分かれる。解釈を経た特許請求の範

囲と鑑定対象とを比較することは，①特許請求

の範囲の技術特徴を解析する，及び ②鑑定対
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象の技術内容を解析する，ことが含まれる。実

務上，特許権者はしばしば，専利権侵害鑑定要

点に従い鑑定を行った専利権侵害鑑定報告を提

出し，特許権侵害品の技術特徴が専利権の範囲

内に入ることを証明することを行う。

（2）特許権侵害の証明

特許権侵害を証明するために，特許権者は以

下の事項について立証しなければならない。

（Ａ）特許権が有効であること

（Ｂ）特許権侵害者が確かに当該特許権の侵

害行為を行った事実

（Ｃ）特許権侵害者の故意又は過失

従って，特許権者又は独占的通常実施権者が

前述の請求を行う場合，専利証書を提出し，特

許発明を実施する物又は方法がいつ，どこで，

どのような方法によって，製造，販売，販売の

申し出，使用，若しくは輸入されるかについて，

証拠を提出してはじめて特許権侵害を証明する

ことができる。

（3）文書提出義務

（Ａ）文書の提出に関する規定

民事訴訟法により，当事者は下記の各文書を

提出する義務を負う。

① 当事者が訴訟手続きにおいて引用したもの

② 他方当事者が法律に従い，交付又は閲覧

を請求できるもの

③ 他方当事者の利益のために作成したもの

④ 商業帳簿

⑤ 本件訴訟に係る事項のために作成したもの

特許権者は，自らが請求を希望する書証，例

えば，特許権侵害者が所持する文書を特許権侵

害者が提出するよう裁判所に請求することがで

きる。証明される事実の重要性，及び特許権者

の請求が正当であると裁判所が認める場合，特

許権侵害者に対し文書を提出するよう裁定しな

ければならない。実務上，裁判所が損害賠償金

額を計算する場合は，特許権侵害者に対し，そ

れに係る商業帳簿の提出を命じ，特許権侵害製

品の販売により得た利益を証明するよう求める

ことができる。

（Ｂ）文書の提出命令に従わないことの法律

的効果

審理法の規定によれば，文書を所持する者が

正当な理由なしに裁判所の文書提出命令に従わ

ない場合，裁判所は適正な裁判を行うことに協

力させるため，当事者に対し３万台湾元以下の

過料を課することができ，必要に応じ強制処分

を裁定することもできる。

5．2．4 判決

（1）判決手続

判決は，言渡し（口頭弁論を経たもの）又は公

告（口頭弁論を経ないもの）によって対外的に成

立し，効力が発生する。言渡し期日は原則として

弁論終結の時から２週間以内に指定される。

（2）判決の効力

判決の効力は，当事者の他，訴訟係属後当事

者の承続人となった者及び当事者又はその承続

人のために請求の目的物を占有する者に対して

も効力を有する。他人のため原告又は被告とな

った者に対する確定判決は，その他人に対して

も効力を有する（民事訴訟法401条）。

（3）判決の執行

判決が確定したときは，給付判決としての執

行力を持つ。確定前であっても，判決主文に仮

執行の宣言が付されたときは，その判決は執行

力を持つ。判決がどのような執行力を持つかは，

判決主文の内容によって決まる。損害賠償請求

を認容する判決が確定したときは，その執行は，

金銭の支払いを目的とする金銭請求権について

の強制執行（強制執行法第二章の規定）による。

差止請求権の行使としてなされた不作為（例

えば，特定の物を製造しない）を求める訴訟に

おける請求認容の判決が確定した場合，その執

行方法は，不作為を目的とする不作為請求権の

執行方法による（強制執行法129条）。
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判決に不服の当事者は，地方裁判所の判決に

対し高等裁判所に控訴，さらに控訴審判決に対

しては最高人民法院に対する上告によってこれ

を争うことができる（民事訴訟法437，464条）。

控訴と上告の場合には，判決正本の送達を受

けてから20日の期間内に，上訴の提起をしなけ

ればならない。この20日の期間は不変期間であ

る。ただし，一審判決言渡し後，送達前の上訴

も効力を有する（民事訴訟法440，481条）。控

訴審においては，原判決の事実認定及び法律判

断のいずれも争うことができ，その審理は続審

主義による。最高人民法院に対する上告は，原

判決の法律判断のみを争うもので，法令に違背

することを理由とするものでなければ，これを

行うことができない。また，財産権について上

訴した第二審判決に対しては，上告によって受

ける利益が150万台湾元を超えないときは，上

告することができない（民事訴訟法466条）。ち

なみに，改正民事訴訟法により，当事者双方が

通常審判手続きを経た第一審の判決に対して，

第一審裁判所の認定した事実が間違っていない

と認める場合，双方合意の上で，最高人民法院

に対し上告することができる（民事訴訟法466-

4条）。

第二審の訴訟費用は，第一審の計算基準

（5.2.2参照）に基づき，これに裁判費用の50％

を追加徴収する。

民事訴訟法により成立した和解などで債務名

義を得ても，債務者が任意で返済しない場合，

債権者の申請によって強制執行手続きを行うこ

とができる。損害賠償債権の強制執行は金銭請

求権であり，その強制執行手続は強制執行法第

二章の規定による。強制執行法第二章の規定に

よる，金銭請求権の強制執行手続きについては，

5．4 確定判決・行政処分の強制執行手続

5．3 第 二 審
（１）財産の執行対象を固定し（差押え），（２）

それを金銭に換え（換価），（３）その金銭を債

権者に分配する（配当）の３段階で行われ，売

却される財産の種類（不動産，船舶，動産，債

権など）に応じて手続が細分されている。なお，

金銭請求権については，債務者の執行開始時に

おける全財産が責任財産となるが，債務者とい

えども社会の一員であり，それにふさわしい生

活を営む権利は保障されなければならないの

で，一定範囲の動産が執行対象から除外される。

すなわち，差押禁止財産となる（強制執行法53

条）。

債務者所有の財産現況を把握するには，強制

執行法19条により，裁判所は職権によって税務

機関その他の関連機関，又は債務者の財産を知

っている人に対し，債務者所有の財産現況を調

査することができる。また，強制執行法20条に

より，裁判所は債務者に対し財産現況を明らか

にするよう命じることができる。債務者が虚偽

を報告する場合，又は責任財産を隠す，若しく

は処分する場合，強制執行法22条により，債務

者を拘引，拘留することができる。強制執行手

続きを申請するには，債務名義によって提出す

べき書類が異なる。確定判決との債務名義につ

いては，裁判所正本及び判決確定の証明書を提

出しなければならない（強制執行法６条）。

債務者に強制執行に供する財産がなく，又は

財産があっても強制執行を経た後に得る金額が

なお債務弁済に不足するときは，裁判所は債権

者に対し一ヶ月以内に債務者の財産調査報告を

命じなければならない。無財産であるか，又は

債権者に調査報告を命じ，期限が到来したにも

かかわらず故意に報告しないとき，裁判所は，

財産があることを発見した時に再度強制執行す

る旨を明記した証書を発行して債権者に交付し，

所持させなければならない（強制執行法27条）。
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訴訟上の和解は，当事者双方が互いにその主

張を譲り合い，一致した解決方法を訴訟におい

て陳述することをいう。和解とは，判決以外の

原因で訴訟が終了する方式である。改正民事訴

訟法では，当事者間の和解意思が極めて一致す

る場合，当事者の申請によって，裁判所（受命

又は除託裁判官）は，事件解決のため適当な和

解条件を定めることができる。当事者が和解条

件に同意すれば，和解の申請を撤回することが

できない（民事訴訟法377，377-1条）。裁判上

の和解が成立したときにはその内容が和解調書

に記載され，和解調書は確定判決と同一の効力

を有する（民事訴訟法380条）。和解は当事者双

方の互譲によって成立するものであるから，事

後の紛争処理が円滑に履行される場合が多く，

時間的にも迅速な解決を得られるというメリッ

トがある。

智慧財産法院の設立は，近年の台湾司法界に

おいて最も注目される変革ではないだろうか。

訴訟の遅延や裁判官の専門知識の不足といった

これまでの問題を解決するために2008年７月１

日に設立され，業務を開始して１年半以上が経

過したが，どのような状況になっているのか，

関心があるところである。

智慧財産法院の概要はすでに詳細な報告９）が

なされているが，現在の状況を含め簡単に紹介

する。智慧財産法院は，専利法，商標法，著作

権法，営業秘密法，公正交易法等により保護さ

れる知的財産権に関し生じる，民事・行政訴訟

事件に加え刑事事件も審理する裁判所であり，

その管轄は，民事訴訟の第一，二審，刑事訴訟

の第二審および行政訴訟の第一審である（組織

6．1 智慧財産法院の概要

6 ．智慧財産法院の設立と状況

5．5 和解，中止，終了
法３条）。この点において行政事件の第一審と

しての審決取消訴訟，民事事件の控訴審などを

取り扱う日本の知的財産高等裁判所よりも，管

轄及び審級は多岐に及ぶことが分かる。

現在の智慧財産法院には，裁判官９名，技術

審査官９名が所属している。設立時には裁判官

は８名であったことから，１名の増員があった

ことになる。裁判官は，80数名の裁判官から40

数名が選出され，知的財産行政訴訟と民事・刑

事訴訟について在職研修を経た中から選出さ

れ，その経験及び専門は一定のレベルに達して

おり，全員過去において知的財産案件を処理し

た経験を有している。審議は民事訴訟の第一審

は１名制を，その他は３名による合議制により

進められる。

技術審査官は日本の裁判所調査官に相当し，

裁判官が技術に関わる争いを処理するのを直接

サポートすることができる。その職務内容は

（１）訴訟関係を明確にするため，事実及び法

律上の事項につき，専門知識に基づき，当事者

に説明又は質問をする。（２）証人又は鑑定人

に対し，直接質問する。（３）本案につき，裁

判官に意見の陳述をする。（４）証拠保全時に，

証拠調査に協力する。ことと規定されている

（審理法４条）。技術調査官は，智慧財産局（日

本における特許庁に相当）の経験豊富なシニア

特許審査官から選出されており，そのバックグ

ラウンドは機械工学関連が５名，電子・情報工

学が２名，化学および生物化学技術が２名との

ことである。

智慧財産法院がホームページで発表している

最新のデータ10）に基づき2008年７月から2010年

３月までに智慧財産法院が処理した案件を表１

にまとめた。これによると智慧財産法院が新規

に受理した訴訟は，全体で2,031件であり，そ

のうち第一審の民事訴訟が451件，第二審の民

6．2 智慧財産法院の活動状況
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事訴訟が299件，刑事訴訟が504件および行政訴

訟が777件である。民事訴訟においては特許権

に関する事件が半数以上を占めているのに対

し，行政訴訟においては商標権に関する事件が

半数以上を占めている。

また智慧財産法院が2008年７月から2009年６

月末までの一年において，民事訴訟において新

たに受理した渉外事件は訴訟事件件数の

15.46％を占め，行政訴訟において新たに受理

した渉外事件は訴訟事件件数の25.60％を占め

ているとの現地代理人からの情報もある。

なお手続き上，智慧財産法院の判決に不服の

場合，最高人民法院，最高行政法院への上告が

可能であるが，どの程度上告されているかはデ

ータがなく不明である。

審理法の施行に伴い，これまでになかったい

くつかの変革が見られている。以下に代表的な

ものについて解説する。

6．3．1 知的財産権の有効性判断

これまでの法制によれば，特許権侵害事件の

場合，特許権侵害を申し立てられた被告はその

反訴として智慧財産局に対し当該特許の無効審

判を請求できる。この場合，智慧財産法院は訴

訟中止の裁定を下すが，特許無効審判は３～６

年の歳月がかかるため，訴訟遅延の理由となっ

ていた。

審理法では「当事者が知的財産権に取消，廃

止すべき理由があると主張または抗弁する場

合，裁判所はその主張または抗弁の理由の有無

6．3 訴訟審理の主な変革
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統計期間：2008.07-2010.03 
新規受理案件（件） 終結件数（件） 審理中件数（件） 

民事訴訟（１審） 451 288 163 
専利権 284（63.0%） 170（59.0%） 114（69.9%） 
商標権 70（15.5%） 46（16.0%） 24（14.7%） 
著作権 87（19.3%） 64（22.2%） 23（14.1%） 

公平交易法 8（1.8%） 6（2.1%） 2（1.2%） 
その他 2（0.4%） 2（0.7%） 0（0%） 

民事訴訟（２審） 299 177 122 
専利権 168（56.2%） 85（48.0%） 83（68.0%） 
商標権 55（18.4%） 39（22.0%） 16（13.1%） 
著作権 68（22.7%） 49（27.7%） 19（15.6%） 

公平交易法 3（1.0%） 1（0.6%） 2（1.6%） 
その他 5（1.7%） 3（1.7%） 2（1.6%） 

刑事訴訟（２審） 504 421 83 
普通刑事法＊1 40（7.9%） 32（7.6%） 8（9.6%） 
特別刑事法＊2 464（92.1%） 389（92.4%） 75（90.4%） 

行政訴訟（１審） 777 600 177 
専利権 279（35.9%） 211（35.2%） 68（38.4%） 
商標権 486（62.5%） 382（63.7%） 104（58.8%） 
著作権 3（0.4%） 1（0.2%） 2（1.1%） 

公平交易法 1（0.1%） 0（0%） 1（0.6%） 
その他 8（1.0%） 6（1.0%） 2（1.2%） 

合計 2,031 1,486 545 
＊１普通刑事法は，農工商妨害罪，秘密妨害罪等が該当する。 
＊２特別刑事法は，著作権法違反，商標法違反，公平取引法違反等が該当する。 

表１　知慧財産法院処理案件一覧
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につき自ら判断しなければならず，民事訴訟法，

商標法，専利法，植物品種及種苗法又はその他

の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用し

ない。」（審理法16条１項）と規定されており，

智慧財産法院がその権利の有効性を判断するこ

とを規定している。なおその判断は，訴訟当時

者の権利行使を制約するだけであり，権利自体

を取り消すものではない。

現地代理人によると，このように裁判所が当

事者の提出した特許無効の抗弁に理由があるか

否かを自ら判断して判決を下した案件は，2008

年７月から2009年10月までに32件あるとのこと

である。

なお侵害訴訟において被告から特許無効の抗

弁が提出された場合，原告（権利者側）の防御

措置として，智慧財産局に対して訂正審判を請

求することができる。訂正審判が請求された場

合，裁判所は，訂正が未確定であることを理由

として訴訟停止を裁定してはならないが，必要

に応じて，遅めの期日を指定することができる

（審理細則32条）。

また智慧財産法院が行った有効性の判断は，

第三者に対して効力（既判力）は有さないとさ

れているが，審理細則34条は，「知的財産の民

事訴訟の確定判決が知的財産権に取消し，廃止

すべき原因があることにつき実質の判断をした

場合同一の知的財産権を取消し，廃止すべきか

についての他の訴訟事件で，同一当事者が同一

基礎事実につき，確定判決の判断の趣旨に反す

る主張又は抗弁をしたとき，法院は原確定判決

が明らかに法令に違背したか，判断結果に影響

するに足る新しい訴訟資料が現れたか及び信義

誠実の原則等を斟酌して認定しなければならな

い。」と明記しており，確定判決理由における

知的財産権を取消し，又は廃止すべきであると

の判断は，他の訴訟にもなお相当の拘束力を生

じると解される。また仮に別の無効審判が請求

された場合，これまで具体的な事例はないよう

であるが，実務上，異なる判断を避け，できる

限り見解を統一するため，やはり影響を及ぼす

可能性はあるというのが現地代理人意見であっ

た。そのため審理法では，智慧財産法院はより

専門的な権利の有効性を判断するにあたり，技

術審査官を配置する以外に，智慧財産局に対し

訴訟参加することを命ずることができるように

なっている（審理法17条）。2010年３月までに，

智慧財産法院が智慧財産局に訴訟参加を命じた

案件は119件あり，その内９件は終結している11）。

6．3．2 強制執行力を備えた証拠保全制度

特許権侵害訴訟において侵害事実の立証は，

権利者がこれを行わなければならないが，現行

の民事訴訟法により規定されている裁判所に対

する証拠保全の申立は，その執行が法による強

制力を具えていないため，実務においては，と

きに特許権侵害者が執行協力を拒絶するといっ

た事態が生じ，その結果，証拠保全がその効果

を達成できないという問題があった。

この点においては前述（3.2.2（3））のとおり，

審理法18条４項により証拠保全においても強制

力が働くこととなった。

しかしながら実際に強制力を持って証拠保全

が行われたとの資料統計はなく，実務上まだ前

例はないものと思われる。現地代理人の見解で

は，審査手続きも比較的厳しく，裁判所の裁判

官の豊富な専門経験と審理過程における態度も

相当強気なので，強制をしなくとも，当事者は

自主的に提出するので，このような案件がまだ

前例がない原因の一つとも考えられるとのこと

である。智慧財産法院がホームページで発表し

ている各種処置命令の終結状況10）を表２にまと

めたが，これによると2008年７月から2010年３

月までに智慧財産法院が関する事件において

101件の証拠保全の申請が行われているものの，

実際に許可されたのが７件であり，83件は棄却

されている。
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6．3．3 秘密保持命令の申立

営業秘密について，現行の法制度は営業秘密

保護法，民法及び刑法等を利用して，関連する

保護を提供していたが，審理法では具体的な営

業秘密保護と秘密保持命令が導入された。新法

施行後，当事者又は如何なる第三者も，訴訟中

又は訴えが提起される前に，法により，秘密保

持命令を下すよう裁判所に申し立てることがで

き（審理法11条），いったん裁判所が秘密保持

命令の申立を許可すれば，裁判所は裁定を作成

して，秘密保持の対象物及び拘束の裁定を受け

て，秘密を保持すべき者を裁定中に明記し（審

理法13条），故意に秘密保持命令裁定に違背し

て不法に秘密を漏洩した者は，全て刑事責任

（３年以下の懲役又は／及び10万台湾元以下の

罰金）を負うこととなる（審理法35条）。また

審理法10条において，裁判所は文書または検証

物の保有者に対し当該文書または検証物の提出

を命令することができることを規定しており，

これまで以上に証拠収集の可能性は広がってい

る。

しかしながら表２に示したとおり，秘密保持

命令を申し立てた案件は合計８件であり，その

内2.5件のみが執行を許可され，１件は取り下

げ，その他2.5件は全て却下され，案件全体に

占める許可される割合はかなり低いのが現実で

ある（一部許可／棄却された案件を0.5件とカ

ウントしている）。その原因は上記証拠保全と

同じであると考えられ，今後実務に変化がある

かは，まだ観察する必要がある。

6．3．4 その他の手続き　

この他，表２によると，2008年７月から2010

年３月までに仮の地位を定める仮処分の申立は

24件あり，そのうち21件が終結し，許可された

のは3.5件であり，仮差押は52件の受理に対し

て10.5件が許可されている。また仮処分はわず

かに６件の申立があったにすぎず（ただし２件

は許可されている），その他の手続き同様，案

件全体に占める割合はかなり低いといえる。

智慧財産法院の設立，審理法の施行に伴う裁

判への影響は興味があるところであるが，現地

代理人からの情報では，これらの手続きの有用

性や問題点，あるいは権利取得，権利行使等，

知財活動に関し特筆すべき判決や手続き上の改

善点などは，現時点では見えていないようであ

る。智慧財産法院の裁判官自身も積極的にさま

ざまなセミナーに参加し，実務各界の人と意見

を交換し，現在既に下した判決を検討している

とのことであり，この部分の実務見解はまだ発

展し続け，結論に至っていないものと思われる。

したがって権利取得，権利行使による影響など

は，まだ観察の時間を要するものと思われ，し

ばらくは経過を観察する必要がある。

今回の研究を通し，台湾における権利行使に

関する実態を把握すれば，台湾でも実効性に富

7 ．おわりに
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表２　各種処置命令の終結状況
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んだ権利行使が可能であるとの感触をえること

ができた。

ぜひ読者の皆様が，台湾での権利行使を検討

する際に本稿がお役に立てば幸いである。

注　記

1） 聯 合 專 利 商 標 事 務 所 「 News Letter」

（http://www.unionpatent.co.jp/contents/NEW
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略・権利行使の留意事項2006 ３　特許権利行使」

（http://www.tiplo.com.tw/pdf/pt-3-20060522.

pdf （参照2010年２月26日））

6） 財団法人交流協会「台湾模倣対策マニュアル

2008年３月」

（http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mo

houhin2/manual/pdf/h19_taiwan.pdf（参照2010

年３月１日））

7） 財団法人交流協会「台湾における特許法及び民

事訴訟法の改正が特許権の権利行使に与える影

響　2004年３月」

（http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mo

houhin2/jouhou/pdf/taiwan_rule.pdf（参照2010

年３月１日））

8） 財団法人交流協会「台湾模倣対策マニュアル別

冊　特許訴訟を主題とした知的財産案件の民事

訴訟プロセス　2009年３月」

（http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mo

houhin2/manual/pdf/h20_taiwan.pdf（参照2010

年３月１日））

9） 財団法人交流協会「台湾における智慧財産法院

の制度概要 2009年３月」

10） 智慧財産法院ホームページ「智慧財産法院統計」

（http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?o

ption=com_content&task=view&id=523&Itemi

d=461（参照2010年４月30日））

11） 智慧財産法院ホームページ「知的財産局に民事

訴訟に参加するよう命じた状況」

（http://210.69.124.203/ipr_internet/doc/09901命
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